
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
青
森
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

関
係
手
数
料
徴
収
条
例
別
表
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
用
途
、
同
表

第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
知
事
が
定
め
る
者
並
び
に
同
号
の

知
事
が
定
め
る
場
合
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

出
先
機
関

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

公
安
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会

計

課
）
…
二

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

坂
本

博
昭
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

呼
吸
器
内
科
、
感

染
症
科

令
和六･
九･一九

難
病
指
定

医

白
鳥

俊
博
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

呼
吸
器
内
科
、
感

染
症
科

〃

難
病
指
定

医

古
川

智
美
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

眼
科

六･一〇･
二

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号
（
青
森
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
別
表
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
用
途
、
同
表

第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
知
事
が
定
め
る
者
並
び
に
同
号
の
知
事
が
定
め
る
場
合
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

第
三
号
イ
中
「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
十
七

項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
第
十
八
条
第
十
七

項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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第
八
百
三
十
三
号

令
和
六
年十

月
三
十
日

（
水
曜
日
）



出

先

機

関

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

西
北
地
域
県
民
局
長

長

内

和

人

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約

千
六
百
七
十
ト
ン
程
度

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

西
北
地
域
県
民
局

五
所
川
原
市
栄
町
一
〇

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
十
月
八
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
角
弘
五
所
川
原
支
店

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
柳
沼
九
一
の
三

六

落
札
金
額

二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
入
り
一
袋
当
た
り
千
百
五
十
七
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
品
質
規
格
仕
様

書
を
提
出
し
、
か
つ
、
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
八
月
二
十
八
日

公

安

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

青
森
県
警
察
本
部
長

小
野
寺

健

一

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
警
察
事
件
管
理
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
の
一

六

落
札
金
額

三
百
六
万
七
千
二
十
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を

落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
八
月
十
六
日
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公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

七
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

冨
士
見
総
業
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

八
十
九
円
四
十
三
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
二
月
十
三
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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